
１ 届出書の提出部数が、
１通になりました。

２ 安全運転管理者証、副安全運転

管理者証の交付を廃止しました。

主な変更点
令和４年１月４日から

安全運転管理者等の届出が変わりました！

※自動車運転代行業の安全運転管理者等の届出は住民票は必要です（運転免許証の写しは不可）。
　但し、届出人の個人番号カード（通称マイナンバーカード）で本人であることを確認できる場合には、

　　　 住民票の提出を省略できます。　

１通

１通

令和４年１月４日から警察行政手続サイトからの申請も可能となりました。
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ご不明な点は、栃木県警察本部 交通企画課
☎ ０２８－６２１－０１１０（内線５０２３）

０２８－６２３－３７９８（直 通）
までお問い合わせください

１ 必要書類を封筒に入れてください。
※ 必要書類が足りない場合は追加で郵送していただくこととなります。

特に、運転免許証の裏面のコピーを忘れないように注意してください。

２ 下記の封筒記載要領を参考にして、事業所の所在地を管轄する警察署に郵送
してください。

郵送受付について

◎ 管轄の警察署に関係書類を郵送することで

選任・解任又は届出事項変更の届出が可能です。


